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久喜市指定文化財維持等交付金交付要綱の一部改正に伴う新旧対照表 

一部を改正する告示（案） 現行告示（旧） 

(交付申請者) (交付申請者) 

第3条 略 第3条 略 

(1) 略 (1) 略 

(2) 指定無形文化財等 指定無形文化財等の          後継者育成団

体(当該指定無形文化財等を保持する者が主たる指導員となっている

団体で、代表者の定めのあるものをいう。) 

(2) 指定無形文化財等 指定無形文化財等の保持者又は後継者育成団

体(当該指定無形文化財等を保持する者が主たる指導員となっている

団体で、代表者の定めのあるものをいう。) 

(交付金の額) (交付金の額) 

第4条 略 第4条 略 

(1) 指定無形文化財等                 年額30,000円 (1) 指定無形文化財等の後継者育成団体 年額30,000円 

(2) 指定有形文化財等                                          

     年額10,000円 

(2) 指定有形文化財等及び指定無形文化財等(前号に掲げるものを除

く。) 年額10,000円 

(交付申請) 

第5条 交付金の交付を申請しようとする者(次条において「申請者」とい

う。)は、指定文化財維持等交付金交付申請書兼請求書(様式第1号。次

条において「申請書兼請求書」という。)を、次の各号に掲げる文化財

の区分に応じ、当該各号に掲げる書類を添えて、市長に提出するものと

する。 

(1) 指定有形文化財等 当該文化財等の現況写真 

(2) 指定無形文化財等 当該文化財等を保持する者が主たる指導員と

して後継者を育成していることが確認できる写真 

(交付申請書の様式) 

第5条 規則第6条第1項の交付申請書の様式は、指定文化財維持等交付金

交付申請書(様式第1号)のとおりとする。 
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(交付決定等) 

第6条 市長は、申請者から申請書兼請求書の提出があったときは、その

内容を審査し、交付金の交付の可否を決定するものとする。 

2 市長は、前項の規定により交付金の交付について決定し、交付金の額

を確定したときは、指定文化財維持等交付金交付決定通知書(様式第2

号)により申請者に通知し、交付金を交付するものとする。 

3 市長は、第1項の規定により交付金を交付しないことを決定したとき

は、指定文化財維持等交付金不交付決定通知書(様式第3号)により申請

者に通知するものとする。 

(交付決定通知書の様式) 

第6条 規則第9条の交付決定通知書の様式は、指定文化財維持等交付金交

付決定通知書(様式第2号)のとおりとする。 

 (請求書の様式) 

第7条 前条の規定により交付金の交付の決定を受けた者が、当該交付の

決定に係る交付金の交付を受けようとするときは、指定文化財維持等交

付金請求書(様式第3号)により、市長に請求するものとする。 

(その他) (その他) 

第7条 略 

 

 

 

 

 

 

 

 

第8条 略 
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